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ひろしま未来チャレンジビジョンに 

基づく 23 年度実施施策の状況 

「「「「「「「「安安安安安安安安心心心心心心心心なななななななな暮暮暮暮暮暮暮暮ららららららららししししししししづづづづづづづづくくくくくくくくりりりりりりりり」」」」」」」」分分野野のの施施策策及及びび成成果果指指標標・・目目標標  

【関係局等】 

危機管理監，地域政策局，環境県民局，健康福祉局，商工労働局， 

農林水産局，土木局，都市局，病院事業局，教育委員会，警察本部 

 

23.7.28 戦略推進課 

参考資料 １－②  
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 【領域】
医  療 （その１） 【目指す姿】 ○ 地域に必要な医師等が確保され，安心できる医療サービスを受けることができます。   【目標】 【取組の方向】              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組番号 32～35 

○医療機関の連携体制の構築と，それぞれの地域に必要な医療サービスの整備 
32 市町，大学，県医師会等と連携して，県内全域の医療体制の確保に努めます。 
33 医師が不足する診療科や地域医療を担う医師の人材確保のため，国に対し，臨床研修制度の改善や病院勤務医の就労環境改善等の対策を強く求めます。 

へき地医療対策の充実 【ワーク】 【成果指標・目標】 【関係局等】【健康】 【健康】 【地域】 ・県内地域医療に携わる医師数の増 （H20：過疎地域の人口10万人対の医療施設従事医師数183.7人） ・中山間地域の医療提供体制の維持向上 （無医地区数 H21：53～全国２位） ①へき地医療に係る医師等確保対策の推進 ②医療連携体制の強化 救 急 医 療体制の確保 ・救急医療体制の基盤となる病院・診療所の確保及び医療情報の提供 ・乳幼児死亡率      ※死亡率…千人当たり死亡数（‰）  0.7 の改善 ・小児死亡率 0.3 の改善 
③適切な救急医療体制の確保 ⑤小児救急医療体制の確保 ・Ｄ-ＭＡＴ数の確保（H23：12 機関） ・医療施設の耐震化（H22.1 現在 55.7%） ④災害医療体制の確保 

県内の医療体制の確保 ・医療提供体制の強化 ・人材育成，派遣機能の強化 ・患者サービスの向上と経営の効率化 （県立病院経営外部評価委員会において点検評価実施中） ⑦県立病院事業 ・周産期死亡率  3.6 の改善 ・妊産婦死亡率  7.7 の改善 ・新生児死亡率  1.2 の改善 ⑥周産期医療体制の確保 
【健康】 【健康】 【健康】 【健康】 【病院】 
【健康】 ・県内地域医療に携わる医師数の増 （H20：本県の人口 10 万人対の医療施設従事医師数 227.4 人） ・県内の女性医師数の増 ⑧医師の確保 ・看護職員需給差見込みの縮小（H27：△592 人） ⑨看護師等の確保 【健康】 医師，看護師等の確保 
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○持続可能で安定した医療保険制度の構築 34 疾病予防や健康づくりを推進します。 健康寿命の延伸 ・65 歳平均自立期間   男性：17.08 年→17.64 年，女性：20.54 年→20.99 年 ・75 歳平均自立期間   男性：9.83 年→10.35 年，女性：11.96 年→12.47 年 ①県民の健康づくりに向けた取組 ・特定健康診査の受診率 17.9％→70％ ・特定保健指導の終了率 29.2％→45％ ・メタボリックシンドロームの該当者・予備群の 10％減少 
【健康】 
【健康】 35 効率的な医療提供体制の構築や，適正な受診に向けた県民への意識啓発に取り組み，医療費の適正化に努めます。 ②効率的な保健医療福祉提供体制の推進 ・療養病床の再編成後の病床数 6,893 床→6,567 床 ・平均在院日数の短縮 33.2 日→31.5 日 ③頻回・重複受診者に対する保健指導の推進 ・保健指導を実施する市町数 19 市町→23 市町 ④レセプト点検の充実 ・全市町のレセプト点検効果額  2,210 円→2,401 円超 
【健康】 【健康】 【健康】 ⑤後発医薬品の普及啓発 ・後発医薬品の数量ベースのシェア 17.2%→30%以上 【健康】 
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 【領域】
医  療 （その２） 【目指す姿】 ○ 総合的ながん対策が日本一進んでいます。   【目標】 【取組の方向】              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組番号 36 

○がんによる死亡者の減少 ○がん患者や家族の苦痛の軽減や療養生活の質の向上 ○がん検診受診率の向上によるがんの早期発見 

36 がん対策日本一を目指し，本県の強みを生かしたがん対策を推進します。 がん予防対策の推進 【ワーク】 【成果指標・目標】 【関係局等】【健康】 【健康】 
・喫煙率 男性 32.9%→30%以下，女性 5.4%→5%以下 ・公共の場の禁煙・分煙  公共機関 96.8%→100%      ※学校・病院は 100%達成済み ・禁煙支援プログラム実施市町 17 市町→全 23 市町 ・Ｃ型肝炎ウイルス検査受診率 31.2%（累積）→50%以上 ・発がん性ＨＰＶ（人パピロマ-ウイルス）による感染を約 60%減 

①たばこ対策 ②肝炎対策等 がん検診受診率及び精度の向上 ・がん検診受診率  胃10.6%，肺15.7%，大腸13.2%，子宮18.6%，乳13.7% →50%以上 ・がん検診の精度管理・事業評価を行っている市町数 受託検診機関の体制把握８市町，受診者データの把握８市町，検診結果データの把握６市町 →全市町 ③がん検診の受診促進 ④がん検診の精度向上 【健康】 【健康】 
【健康】 
【健康】 
【健康】 がん医 療 提供体制の充実 ・５大がんの「がん医療ネットワーク」を確立 ・５大がんの地域連携クリティカルパス作成      ５病院→全拠点病院 ・がん分野の認定看護師等の配置          34 人→全拠点病院に複数配置 ・放射線腫瘍学会認定医の配置の増（H21：14 人） ・がん薬物療法専門医の配置の増（H21：４人） 

⑤医療機能の確保及び医療連携の推進 ⑥がん医療の専門医等の養成・確保 緩 和 ケア 提供体制の充実 ・緩和ケア外来設置病院 10 病院→全拠点病院に設置 ・専門的な知識及び技能を有する緩和ｹｱﾁｰﾑを設置している医療機関数 20 病院→全二次医療圏に複数設置 ・緩和ケアの知識・技能修得医師の増（H21：16 人） （全二次医療圏で増加を目指す。） ・緩和ケアに関する基本的な知識を習得した医師 246 人→がんに携わるすべての医師が研修受講 
⑦医療機関や在宅における緩和ケア体制の整備 ⑧緩和ケア支援センターを中心とした人材育成 【健康】 
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 【領域】
健  康 

【目指す姿】 ○ 県民が生涯にわたり健康に暮らすことを応援する仕組みが整っています。   【目標】 【取組の方向】              
 

 

 

 

 

 

 

 

情報提供・相談支援 体制の充実 ・統一的な公開基準に基づく治療成績（５年生存率）の公表 ⑨県民へのがん情報の提供・普及啓発 【健康】 
【健康】 【健康】 がん登録の推進 ・院内がん登録実務者研修を全ての実務者が受講 ・地域がん登録精度の向上 DCN20%以下 ⑪がん登録実施体制の推進 ⑩がん患者・家族への相談対応 ・患者団体等が主体的に関わる相談窓口の設置など，がん経験者の相談事業への参画の推進 【健康】 

⑫がん登録データの活用 ・３年以内に地域がん登録の遡り調査及び生存確認調査が行える体制の整備し，５年以内に５年生存率を算定 ・紙媒体と併せて，電子媒体による地域がん登録の届出ができるようにするとともに，その集計結果を登録協力医療機関に還元 

○生活習慣の改善やこころの健康づくり等を通じた健康寿命の延伸 

取組番号 37・38 【ワーク】 【成果指標・目標】 【関係局等】
37 県民の健康づくりを推進し，健康寿命の延伸を目指します。 健康寿命の延伸 ・65 歳平均自立期間   男性：17.08 年→17.64 年，女性：20.54 年→20.99 年 ・75 歳平均自立期間   男性：9.83 年→10.35 年，女性：11.96 年→12.47 年 自殺やうつ病等のメンタルヘルス対策の推進 ・人口 10万人対自殺死亡率 23.6→16.8 【健康】 【健康】 38 市町や関係機関等と連携して，自殺やうつ病等のメンタルヘルス対策を推進しま
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 【領域】
福祉・介護 

【目指す姿】 ○ 支援や介護が必要な人が，地域で安心して生活できる環境が整っています。   【目標】 【取組の方向】              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組番号 39～41 

○支援や介護が必要になっても，住み慣れた地域で自立した生活ができる環境の整備 ○障害者が身近で必要なサービスを自らの意思で選択し，自立した地域生活を送る環境の整備 

39 支援や介護が必要な人の尊厳を尊重し，地域で暮らしを支え合う基盤の整備と仕組みづくりを，関係団体との間で築いたネットワークを活用して進めます。 
地域ケアシステムづくり 【ワーク】 【成果指標・目標】 【関係局等】【健康】 【健康】 

・地域包括支援センターの機能強化等による地域ケア体制の構築 ・早期診断と適切な医療・ケアの提供 ・認知症サポーター養成数の増（H21：43,698 人） 
①包括的・継続的ケアマネジメントの推進 ③認知症対策の推進 福祉・介護の基盤づくり ・再編成後の療養病床数 6,893 床→6,567 床 ④療養病床の円滑な転換の実施 

⑦バリアフリー化の推進 ・高齢者が居住する住宅のバリアフリー化率 39%→75% ・県営住宅のバリアフリー化率 28.7%→31% ・信号機等のバリアフリー化率の向上 ・移動等円滑化の目標の達成 

【健康】 

【都市】 【警察】 

・訪問歯科診療実施率（27%）の向上 ②在宅医療等の推進 【健康】 
・介護保険施設の計画的整備 介護老人福祉施設 9,916 人→10,882 人 介護老人保健施設 8,149 人→11,069 人 介護療養型医療施設 3,723 人→1,389 人 認知症対応型共同生活介護 3,990 人→5,056 人 地域密着型特定施設入居者生活介護 0 人→50 人 混合型特定施設入居者生活介護 3,331人→4,611人 ・介護予防プログラム参加率（H22：0.5%）の向上 

⑤介護サービス提供体制等の整備 【健康】 
・介護保険サービスに係る苦情対応の向上 
  （H21：国保連合会の苦情受付件数 164件） ・介護保険施設の居住環境の向上（個室・ユニット化）   （H20：介護老人福祉施設13.0%，介護老人保健施設4.1%） ・介護サービス事業者の適正な事業運営の確保 ・介護給付の適正化の推進  （H20：第１号被保険者１人当たり給付費 240.7千円） 

⑥介護サービスの質の向上 【健康】 
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①福祉・介護人材の確保 ・介護関係有資格者数の増  （H22：介護福祉士 21,915 人，社会福祉士 3,414 人， 訪問介護員 90,446 人，介護支援専門員 13,488 人） 【健康】 41 質の高い福祉・介護サービス体制確保のため，人材の確 保・育成に努めます。 ②福祉・介護従事者の定着促進 ・訪問介護員等の離職率の改善   （H21：介護関係 17.0%，全産業平均 16.4%） 【健康】 ③多様な人材の福祉・介護分野への参入促進 ・有資格者の福祉・介護分野就労比率の増 （H20：介護福祉士の福祉・介護分野就労比率 78.7%） 【健康】 

40 障害者の福祉と就労の対策を一体的に推進します。 住み慣れた地域での安心した生活の支援 【健康】 

【健康】 

・障害に係る医療費の軽減及び診療体制の確保 
・施設入所から地域生活に移行する者の増 （目標 409 人） ・施設入所者の減少（目標 220 人） 

①障害者に対する適切な保健・医療サービスの充実 
③障害福祉サービス等の提供体制の充実 

職業的・経済的自立の実現 ・年間一般就労移行者数の増 （目標 157 人） ⑥施設入所者等の一般就労移行支援 ⑦障害者に対する就業支援体制の強化 ・民間企業の障害者実雇用率の向上 1.83%→増加 【健康】 【商工】 

・障害児等療育支援事業実施か所の増 10→12か所 ・発達障害者支援センターの確保（県内１か所） ・全市町における相談支援体制（地域自立支援協議会）の確保 ②生活支援体制の整備 【健康】 
・障害者スポーツ指導員の養成 330 人→565 人 ・ＩＴサポートセンターの確保（県内１か所） ④障害者の社会参加等の推進 ・退院して地域で生活を始めることができる精神障害者の増 （目標 921 人） ⑤精神障害者の地域移行支援 

【健康】 【健康】 
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 【領域】
子育て 

【目指す姿】 ○ 県民が生き生きと暮らし，「子育てするなら広島県で！」と選ばれる環境が整っています。   【目標】 【取組の方向】              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「子育てするならわがまちで！」とみんなが誇れる広島県の実現 ○若者や女性など県民が生きがいを持って働くことのできる環境の整備 

取組番号 42・43 【ワーク】 【成果指標・目標】 【関係局等】
42 県民みんなで広島県の子どもを育てる機運の醸成と実践を推進します。 ①みんなでこどもと子育てを応援 ・子育て応援イクちゃんサービス登録店舗 2,816店舗→5,000店舗 

①保育サービスの充実 ・待機児童数 225 人→0 人 ・保育所職員研修受講者数 17,791 人→27,738 人 

【健康】 

【健康】 43 男女が共に仕事も子育ても充実できる環境整備を推進します。 ②放課後児童対策の充実 ・放課後児童対策未実施校区（32 校区）の解消 
⑥児童虐待防止対策の連携・強化 ・養育支援訪問事業実施市町 14 市町→23 市町 

【健康】 【教育】 

【健康】 
【健康】 

③仕事と家庭の両立支援の推進 ・女性の出産前後の就業継続率 おおむね５割 ・女性の就業機会の創出 300 人 ・男性の育児休業等促進宣言企業 ０企業→200企業 ・男性の育児休業取得率 1.2%→全国平均(1.7%)以上 【健康】 【商工】 【都市】 

②安心・安全な出産・子育てを応援 ・周産期母子医療センターが整備された二次保健医療圏 ５→７（全圏域） ・24時間小児救急医療体制が整備された二次保健圏 ６→７（全圏域） ③すべての子育て家庭への支援 ・地域子育て支援拠点事業の実施か所 105か所→139か所 ・「こども何でもダイヤル」電話相談受付件数 1,100件→1,500件 ④ひとり親家庭への支援 ・自立支援教育訓練給付金事業実施市町  22 市町→23 市町 
【健康】 【健康】 【健康】 ⑤こどもと家庭に関する相談支援機能の充実 ・児童家庭支援センター設置か所数 ０か所→３か所 【健康】 ⑦社会的養護対策の充実 ・心理療法担当職員を配置している児童養護施設等 13か所→26か所 ・看護師を配置している児童養護施設等 ３か所→８か所 ・里親登録世帯 151世帯→200世帯 
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イクちゃん 広島県の子ども元気いっぱいキャラクター 



－9－ 

 【領域】
環  境 

【目指す姿】 ○ 環境への負荷の少ない持続可能な社会の仕組みが構築されています。   【目標】 【取組の方向】              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組番号 44・45 

○環境への負荷の少ない持続可能な社会づくり 44 県民，事業者など各主体の自主的取組や連携・協働の取組を促進し，環境と経済の好循環を図りながら，環境保全の取組を着実に進めます。 
低炭素社会の構築 【ワーク】 【成果指標・目標】 【関係局等】 【環境】 【警察】 【環境】 

・産業部門のエネルギー消費原単位 19 年度比 13%改善 ・民生部門の CO2排出量 19 年度比 42%削減 ・運輸部門の CO2排出量 19 年度比 24%削減 ・太陽光発電導入量（原油換算）       産業：393kl→19,200kl，家庭：6,795kl→44,800kl 
①省エネルギー対策の推進 ②再生可能エネルギーの導入促進 

地域環境の保全 ・大気環境基準達成率（二酸化窒素，浮遊粒子状物質） 100%の維持 

・景観計画策定市町の増 （H21：３市町） 

⑤良好な大気環境の確保 

⑨身近な生活環境・優れた景観等の保全 
・ダイオキシン類環境基準達成率（大気，公共用水域，土壌） 100%の維持 ・ＰＲＴＲ法に基づく指定化学物質の環境への届出排出量の削減  （H20：大気 7,092t，公共用水域 228t，埋立処分 2,998t） ⑧化学物質による健康リスク の低減・土壌環境の保全 

【環境】 
【環境】 
【環境】 

循環型社会の実現 【一般廃棄物】 ・排出量 95.3万 t→85.8万 t  ・再生利用量 20.4万 t→20.9万 t  ・最終処分量 11.0万 t→9.5万 t 【産業廃棄物】 ・排出量 1,396万 t→1,502万 t  ・再生利用量 1,001万 t→1,081万 t  ・最終処分量 53万 t→50万 t ･出島処分場の供用開始 ・廃棄物不法投棄量の減（H21：1,350t） ・廃棄物不法投棄件数の減（H21：10t以上８件） 
③廃棄物の３Ｒの推進 
④廃棄物の適正処理と不法投棄防止対策 

【環境】 【土木】 
【環境】 

・水質環境基準達成率の向上 （H21：河川ＢＯＤ90.2%，海域ＣＯＤ35.7%，海域全窒素88.9%，海域全りん 100%，地下水 86.7%） ・汚水処理人口普及率 81.3%→83.9% ⑥健全な水循環等の確保 【環境】 【都市】 【土木】 【農林】 ・騒音環境基準達成率の維持・向上  （H21：航空機騒音 100%，自動車騒音 57.24%） ⑦騒音・振動，悪臭の防止 【環境】 【土木】 
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生物多様性の保全 ・レッドデータブックひろしま掲載数のうち絶滅種の数 11種→増加しない ⑩生態系の保全と野生生物の種の保護 ⑪自然資源の持続可能な利用 ・自然公園等の利用を通じた，県民の保健の増進及び自然環境保護に係る意識の向上 ・自然公園等の利用者数の増（H21：8,348千人） 【環境】 【環境】 

【環境】 ・環境技術に係る海外企業への技術移転件数の増 ・研究助成を行った団体におけるリサイクル技術の事業化件数の増 技術移転等を通じた環境分野での貢献 45 県内企業が有する環境関連技術を生かして，地球温暖化防止に貢献します。 
⑫持続可能な社会の基盤づくり ・スクールエコ活動参加校数 20 校→100 校 ・活動モデル校数（目標 36 校） ・行動宣言登録団体の増 （目標 1,000団体） ・地球温暖化対策地域協議会設置市町 14市町→全23市町 ・エコアクション 21取得事業所数 112件→400件 ・せとうち海援隊認定団体数の増（H21：33団体） 

【環境】 

ミヤジマトンボ レッドデータブックひろしま 2003 絶滅危惧Ⅰ類 
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 【領域】
防災・防疫 

【目指す姿】 ○ 社会全体で取り組む防災協働社会が実現しています。 ○ 健康危機管理体制が整備されています。   【目標】 【取組の方向】              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組番号 46～48 

○自ら身を守る「自助」，地域で助け合う「共助」，県・市町の行う「公助」の役割分担と連携による，社会全体で防災対策に取り組む社会の構築 

46 県民の防災意識の醸成と地域の災害対処能力の向上に努めます。 
【ワーク】 【成果指標・目標】 【関係局等】【危機】 【危機】 【土木】 県・市町の災害対処能力の向上（公助） ・災害時における現地情報のリアルタイムな把握の実現 ・迅速かつ的確な情報収集・伝達手段の確保 ・業務継続に必要な環境の確保 ・初動体制の充実 ・多様な事態への対処能力の向上 

①災害発生時に迅速・的確に対処するための防災基盤の充実 ②災害発生時に迅速・的確に対処するための市町とも連携した体制強化 
・高潮に対する防護人口達成率の向上  【ひろしま海岸整備プラン（仮称：今年度策定予定）において目標設定】 ・農地海岸保全施設の整備延長  54km→56km ・漁港海岸保全施設の整備延長  58km→62km ・放置艇 50%削減  1,301隻→651隻 

⑤海岸・漁港・港湾防災対策の推進 
災害時の被害を最小限にするための県土の構築，災害の未然防止 

・災害防除箇所数の増加 【道路整備計画 2011（仮称：今年度策定予定）において目標設定】 ・架空電線類の地中化及び無電柱化による災害時転倒被害の防止 ③道路防災対策の推進 
【危機】 【土木】 

【土木】 【農林】 

【危機】 【土木】 【都市】 【警察】 【健康】 【土木】 【警察】 

・災害への備えを実施している県民の割合     避難場所の確認 10%→27%     家族との連絡方法の確認 15%→22%     非常持出品の用意 12%→22% ①県民の防災意識の醸成（自助） 
・自主防災組織率 74.3%→90% ・災害時により効果的に防災活動を実施するため自主防災組織を活性化 ・道路・河川等の災害対応・維持管理を行う体制の確保 ②地域の災害対処能力の向上（共助） 

47 災害時の被害を最小限にするための県土の構築及び県・市町の災害対処能力の向上に努めます。 
・洪水時の防護達成人口率の向上 【ひろしま川づくり実施計画 2011（仮称：今年度策定予定）において目標設定】 ④河川防災対策の推進 【土木】 
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○感染症発生に係る監視体制及び発生時の危機管理・医療提供体制の整備 
⑧公共施設の耐震化 ・県立学校の耐震化率 58.6%→100% ・多数の者が利用する建築物の耐震化率 90% ・広島空港滑走路の耐震化 

【農林】 【教委】 【商工】 【土木】 
48 強毒性の新型インフルエンザ発生時の官民の対応体制の確立に努めるとともに，エイズ，肝炎及び結核等の感染症に対する対策も着実に推進します。 

①感染症・結核の予防対策の充実強化 ・感染力・重篤性の高い感染症の罹患率の減  （H21 人口 10万人当たりの罹患率  一類感染症 0 人，二類感染症 17.0 人，三類感染症 3.6 人） 【健康】 ②エイズ・ＨＩＶ対策の充実強化 ・HIV感染者数 全国４位→11 位以下 ・HIV 抗体検査件数  2,755件→3,700件以上 【健康】 ③肝炎対策の充実強化 ・Ｃ型肝炎ウイルス検査受診率 31.2%→50%以上（累積） 【健康】 

・土砂災害から保全される家屋数の増 ・土砂災害から保全される災害時要援護者関連施設の増  【ひろしま砂防アクションプラン（仮称：今年度策定予定）  において目標設定】 ・がけ地近接等危険住宅の移転の促進 ・農地地すべり防止対策整備地区 ７地区→10 地区 ・山地災害危険地区の防災対策の推進 4,981か所→5,081か所（対策対象 24,520か所） 
⑥山地・がけ地防災対策の推進 

・既設施設の維持管理体制の強化    土地改良施設診断 93か所/年→延べ 400か所 ・老朽ため池の改修か所数  691か所→1,290か所 ⑦農業用施設防災対策の推進 
【土木】 【都市】 【農林】 
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 【領域】
消費生活 

【目指す姿】 ○ 食品の安全の確保など，消費者の安全・安心を守る仕組みが構築されています。   【目標】 【取組の方向】              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○消費者被害の防止と救済 ○自主的・合理的な行動ができる消費者づくり 

取組番号 49・50 【ワーク】 【成果指標・目標】 【関係局等】
49 消費者，事業者，関係団体，市町等と連携し，消費者視点に立って，消費者被害の未然防止，拡大防止，救済の取組を推進します。 

①消費者被害の防止と救済 ・事業者指導件数の増（H21：207件） 【環境】 
【農林】 

【健康】 ④危機管理体制の整備と食品事故等の発生時における安全の確保 ・食中毒等原因調査～発生する全ての事案   （食中毒発生件数 H21：県管内 155件） ・食中毒情報等の提供（県民に啓発や注意喚起する必要のある事案等） 

②自主的・合理的な行動ができる消費者づくり ・消費者被害に遭った際，何もしなかった者の割合  29%→20% 【環境】 
安全・安心な食品等の製造，販売と消費 ・施設の監視指導件数 年間 26,000件 ・食品等の検査件数   年間 5,300件 ・輸入食品の検査件数 年間 300件 ・と畜検査，BSE検査の実施（全頭数） ・食鳥検査の実施（処理される鶏など全羽） ・食品の適正表示推進者数        H21:652名，H22:480名→延 1,300名 ・広島県食品自主衛生管理認証制度の対象業種     累計 16 業種→ 18 業種 

②食品監視指導体制等の強化 
③自主管理体制の普及・支援 

【健康】 
【健康】 

①農林水産物の生産から消費に至る安全・安心対策の推進 ・農産物の生産から消費に至る安全･安心の確保 ・安全・安心を提供する生産体制の強化 50 行政・生産者・事業者・消費者の役割の明確化と連携強化を図り，生産から消費に至る各段階での対策を徹底します。 
○生産から消費までの総合的な食品の安全・安心の確保 
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 【領域】
治  安 【目指す姿】 ○ 治安が向上し，日本一安全・安心な広島県になっています。   【目標】 【取組の方向】              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組番号 51 

○犯罪や事故の減少等による治安の向上と多様な主体の協働・連携による安全・安心なまちづくり 
51 「安全・安心なまちづくり」と「安全・安心をもたらす警察活動」を両輪として，多様な主体の協働・連携による地域の安全安心を確保する取組を推進します。 

安全・安心なまちづくり 【ワーク】 【成果指標・目標】 【関係局等】 【警察】 
【警察】 

・犯罪被害に遭わないために行っている対策の実施割合の向上 
・安全・安心なまちづくりに向けた事業者との協定の締結等の推進（H22：24 事業者） 

①防犯行動が自然にとれる「意識づくり」 
③犯罪の起こらない「環境づくり」 安全・安心をもたらす警察活動 ・身近な犯罪認知件数の減少（H22：16,697 件） 

・テロ，災害等からの県民の安全・安心の確保 

④身近な犯罪抑止対策の推進 

⑨テロ，災害等緊急事態対策の推進 ・暴力行為発生件数 4.9 件/千人→全国平均（4.5 件）以下 ・再非行率 33.2%→全国平均（31.5%）以下 ⑧少年非行防止総合対策の推進 
【警察】 
【警察】 【警察】 

・重要犯罪検挙率 65%以上 （H21：62.9%，H22：65.6%） ※H24 以降 63%以上を維持 ⑤悪質重要犯罪の徹底検挙 【警察】 
・交通事故死者数    127 人→90 人以下 ・うち高齢者死者数    46 人→40 人以下 ・交通事故発生件数  16,546 件→13,000 件以下 ⑦交通死亡事故抑止対策の推進 【警察】 【環境】 【土木】 

・防犯ボランティア活動への参加経験者数の増加 ・学生防犯ボランティア数 50 人→250 人 ・パートナーシップ・ボランティア団体・事業者の未登録市町 3 町→10 市町 ②互いに支え合う「地域づくり」 【警察】 【環境】 
・暴力団等犯罪組織の排除 （暴力団等把握状況 ４団体 59 組織 1,078 人） ⑥暴力団等の組織犯罪対策・歓楽街総合対策の推進 【警察】 
・犯罪被害者等支援総合窓口設置市町 ７市町→全 23 市町 ・犯罪被害者のニーズに沿ったきめ細かな被害者支援を推進 ・県民のニーズに沿った施設の整備 ・県民の利便性を高める交番・駐在所ネットワークの整備 ・被留置者の適正処遇による県民の安全安心の確保 ・県民の警察への理解促進 

⑩要望にきめ細かに対応する治安体制の整備 
・地域警察官による現場検挙の増（H22：刑法犯 6,703 件） ・県警察学校各課程における効果測定値の向上 （H22：平均点 75.6/100 点） ⑪警察官の能力向上 

県民の要望にこたえる 
治安基盤の確立 

－14－ 【警察】 
【警察】 【環境】 


